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(57)【要約】
　本発明は、端子デバイスに関しており、これは、それ
の表面に形成されたはんだスロットを包含する絶縁体と
；本体部分及び本体部分の端部に形成されたはんだ端子
部分を包含する、及びその厚さよりも大きい幅を包含す
る接点とを含み、はんだ端子部分が垂直にはんだスロッ
ト内に置かれて、はんだ端子部分の幅方向がはんだスロ
ットの深さ方向に実質的に一致するようにされたもので
ある。本発明の少なくとも１つの実施形態は、ファイン
ピッチコネクタの接点をケーブルにはんだ付けしている
間に生じる問題点を少なくとも部分的に及び効果的に解
決し、並びに構造が簡単であって製造コストが低い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子デバイスであって、
　端子デバイスの表面内に形成されたはんだスロットを包含する絶縁体と、
　本体部分及び前記本体部分の端部に形成されたはんだ端子部分を包含して、厚さよりも
広い幅を有する接点と、を含み、
　前記はんだ端子部分の幅方向が、前記はんだスロットの深さ方向に実質的に一致するよ
うに、前記はんだ端子部分が垂直に前記はんだスロット内に置かれる、端子デバイス。
【請求項２】
　前記はんだ端子部分が平らである、請求項１に記載の端子デバイス。
【請求項３】
　前記はんだ端子部分が、前記はんだスロットの側壁に対して当接するように置かれる、
請求項２に記載の端子デバイス。
【請求項４】
　前記絶縁体が、第一の表面と前記第一の表面の反対の第二の表面とを含み、
　前記はんだスロットが、前記第一及び第二の表面の少なくとも一方に形成されている、
請求項３に記載の端子デバイス。
【請求項５】
　前記絶縁体がほぼ直方体形状を含む、請求項４に記載の端子デバイス。
【請求項６】
　前記絶縁体の上面及び下面の少なくとも一方に、相互に間隔をおいた複数のはんだスロ
ットが並んで形成される、請求項５に記載の端子デバイス。
【請求項７】
　前記複数のはんだスロットが、等しい距離で間隔を置かれる、請求項６に記載の端子デ
バイス。
【請求項８】
　前記複数のはんだスロットが、前記絶縁体の前記上面及び下面の両方に形成されている
、請求項７に記載の端子デバイス。
【請求項９】
　前記複数のはんだスロットが、同一の深さを含む、請求項８に記載の端子デバイス。
【請求項１０】
　前記複数のはんだスロットが、同一の幅を含む、請求項８に記載の端子デバイス。
【請求項１１】
　前記はんだスロットが、ほぼ矩形の断面を含む、請求項１に記載の端子デバイス。
【請求項１２】
　前記はんだスロットが、ほぼＵ形状の断面を含む、請求項１に記載の端子デバイス。
【請求項１３】
　前記接点が、一片の平らな部材を包含し、前記はんだ端子部分の前記幅方向が前記本体
部分の幅方向に対して実質的に直交するように、前記本体部分が前記はんだ端子部分に繋
がるねじり部分を包含する、請求項１に記載の端子デバイス。
【請求項１４】
　前記接点がほぼＺ形状を含む、請求項１３に記載の端子デバイス。
【請求項１５】
　前記はんだ端子部分の前記長手方向軸線が、前記本体部分の長手方向軸線から間隔を置
かれている、請求項１３に記載の端子デバイス。
【請求項１６】
　前記はんだ端子部分が、前記はんだ端子部分の前記長手方向軸線に平行な予め定められ
た軸線の周りで９０度ねじられて、前記はんだ端子部分の前記幅方向が、前記本体部分の
幅方向に対して実質的に直交する、請求項１５に記載の端子デバイス。
【請求項１７】
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　前記本体部分が更に、
　前記接点のほぼ中心に位置する垂直部分により形成される保持部分と、
　前記ねじり部分と前記保持部分の上側端部との間に位置する遷移部分と、
　前記保持部分の下側端部に繋がる水平部分により形成される接点部分と、
　を含む、請求項１４に記載の端子デバイス。
【請求項１８】
　前記接点部分が、
　前記保持部分の前記下側端部に繋がる弾性支持部と、
　前記保持部分から離れた前記接点部分の自由端に形成された巻き付き接点部と、
　前記弾性支持部と前記巻き付き接点部との間に位置して、上向きに突き出る、突出接点
部と、
　を含む、請求項１７に記載の端子デバイス。
【請求項１９】
　端子デバイスを製造する方法であって、
　表面に形成されたはんだスロットを包含する絶縁体を準備する工程と、
　本体部分及び前記本体部分の端部に形成されたはんだ端子部分を包含して、厚さよりも
広い幅を有する接点を準備する工程と、
　前記はんだ端子部分の幅方向が前記はんだスロットの深さ方向に実質的に一致するよう
に、前記はんだ端子部分を垂直に前記はんだスロット内に置く工程と、
　を含む、方法。
【請求項２０】
　前記はんだ端子部分が、前記はんだスロットの側壁に対して当接するように置かれる、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記絶縁体が、第一の表面と前記第一の表面に反対の第二の表面とを含み、前記はんだ
スロットが、前記第一及び第二の表面の少なくとも一方に形成されている、請求項２０に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記絶縁体の上面及び下面の少なくとも一方に、相互に間隔を置いた複数のはんだスロ
ットが並んで形成される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記複数のはんだスロットが、等しい距離で間隔をおかれる、請求項２２に記載の方法
。
【請求項２４】
　前記接点は、一片の平らな部材により形成され、前記本体部分の前記はんだ端子部分に
繋がる部分がねじられて、ねじり部分を形成し、前記はんだ端子部分の前記幅方向が前記
本体部分の幅方向に対して実質的に直交する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　前記はんだ端子部分の長手方向軸線が、前記本体部分の長手方向軸線から間隔を置かれ
ている、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記はんだ端子部分が、前記はんだ端子部分の前記長手方向軸線に平行な予め定められ
た軸線の周りで９０度ねじられて、前記はんだ端子部分の前記幅方向が、前記本体部分の
幅方向に対して実質的に直交する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　請求項１に記載の端子デバイスを含むコネクタ。
【請求項２８】
　前記コネクタがプラグ型コネクタを含む、請求項２７に記載のコネクタ。
【請求項２９】
　前記コネクタがソケット型コネクタを含む、請求項２７に記載のコネクタ。
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【請求項３０】
　アダプタであって、
　複数の電線を包含するケーブルと、
　請求項２７に記載のコネクタと、を含み、
　前記複数の電線がそれぞれ、端部において、前記はんだスロット内の前記はんだ端子部
分の側面にはんだ付けされている、アダプタ。
【請求項３１】
　相互に間隔を置かれた複数の通路を包含する電線分離ブロックを更に含み、前記複数の
電線がそれぞれ、前記通路を通って延ばされて、前記はんだ端子部分にはんだ付けされる
、請求項３０に記載のアダプタ。
【請求項３２】
　前記通路の少なくとも１つが、残る通路の断面積とは異なる断面積を含む、請求項３１
に記載のアダプタ。
【請求項３３】
　前記通路の前記少なくとも１つが、前記残る通路の断面形状とは異なる断面形状を含む
、請求項３２に記載のアダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端子デバイスに関するものであり、より特にはファインピッチのコネクタ用
に適合された、並びに優れたはんだ付け施工特性及び高い信頼性を有する、はんだ型の端
子デバイスに関する。本発明はまた、上述のはんだ型端子デバイスを包含するコネクタと
、上述のコネクタを包含するアダプタとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　はんだ型のケーブルコネクタは、世界市場で広範囲に使用されている。ケーブルが複数
の電線を含んで、コネクタが対応する端子デバイスを含む場合に、ケーブルにはんだ付け
されるファインピッチコネクタを達成するためには、小型化及び高密度化の進展が必要と
される。端子デバイスは、小ピッチの間隔で離された、複数の接点を含むものである。組
立中に、それぞれの電線が、対応する接点のはんだ端子部分にはんだ付けされ、このよう
にして、電気的接続が達成される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ファインピッチコネクタをケーブルにはんだ付けするとき、伝統的に、ケーブルのそれ
ぞれの電線が、接点のはんだ端子部分のそれぞれに上から水平に置かれ、次の問題に帰着
する：第一に、隣接するはんだ付けユニット間のピッチが小さいので、接点のはんだ端子
部分と対応する電線との間の有効接触面積が減少し、これにより、はんだ付けの施工特性
が劣って、はんだ付けの信頼性が低下する；第二に、隣接するはんだ付けユニット間のピ
ッチが小さいので、隣接するはんだ付けユニット間の間隔が減少し、その結果、隣接する
はんだ付け位置の間で短絡が生じる傾向があり、したがって、はんだ付け施工を難しいも
のにし、はんだ付けの信頼性を低下させる。
【０００４】
　ある場合には、幾つかの電気的仕様及び性能の要求を満たすために、大ゲージの電線を
ファインピッチコネクタの接点にはんだ付けすることが必要となり、その場合、前述の問
題がより深刻になる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の少なくとも１つの実施形態は、従来技術中に存在する前述の問題の少なくとも
１つの態様を解決することを対象とする。
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【０００６】
　本発明の第一の実施形態は、端子デバイスの表面内に形成されたはんだスロットを包含
する絶縁体と、本体部分及び本体部分の端部に形成されたはんだ端子部分を包含して、そ
の厚さよりも広い幅を有する接点と、を含み、はんだ端子部分の幅方向が、はんだスロッ
トの深さ方向に実質的に一致するように、はんだ端子部分が垂直にはんだスロット内に置
かれる、端子デバイスを提供する。
【０００７】
　第一の実施形態では、端子デバイスが、ケーブルの電線をファインピッチコネクタの接
点にはんだ付けする間に生じる問題点の少なくとも１つの態様を解決する。加えて、端子
デバイスは、構造が簡単であってコストが低い。
【０００８】
　本発明の第二の実施形態は、端子デバイスの表面内に形成されたはんだスロットを包含
する絶縁体を準備する工程と、本体部分及び本体部分の端部に形成されたはんだ端子部分
を包含して、その厚さよりも広い幅を有する接点を準備する工程と、はんだ端子部分の幅
方向が前記はんだスロットの深さ方向に実質的に一致するように、前記はんだ端子部分を
垂直に前記はんだスロット内に置く工程とを、含む端子デバイスを製造する方法を提供す
る。
【０００９】
　第二の実施形態では、端子デバイスを製造する方法が、ケーブルの電線をファインピッ
チコネクタの接点にはんだ付けする間に生じる問題点の少なくとも１つの態様を解決する
。加えて、その方法は、プロセスが簡単であってコストが低い。
【００１０】
　本発明の第三の実施形態は、本発明の第一の実施形態による端子デバイスを含むコネク
タを提供することである。
【００１１】
　この第三の実施形態のコネクタがあれば、はんだ付け施工が迅速に実行可能になり、コ
ネクタが大ゲージの電線にはんだ付けされる場合でさえ、はんだ付けの信頼性及び製造プ
ロセスの安定性が高い。同時に、優れた電気的性能が達成可能であり、コストが低い。
【００１２】
　本発明の第四の実施形態は、本発明の第三の実施形態によるコネクタを包含するアダプ
タを提供することである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態による端子デバイスの接点の斜視図。
【図２】本発明の実施形態による端子デバイスの断面図であって、接点のはんだ端子部分
がそれぞれ、垂直に絶縁体のはんだスロット内に置かれている。
【図３】本発明の実施形態による端子デバイスの断面図であって、それぞれの電線が、は
んだスロット内ではんだ端子部分の側面に置かれている。
【図４】はんだ材料の使用によって、電線がそれぞれはんだ端子部分にはんだ付けされた
後の、端子デバイスを示す概略図。
【図４ａ】図４の端子デバイスの一部の拡大視。
【図５】本発明の実施形態によるコネクタの分解斜視図。
【図６】接点が絶縁体と組み立てられる前の状態の、本発明の実施形態による端子デバイ
スの分解斜視図。
【図７】接点が絶縁体と組み立てられた後の状態の、本発明の実施形態による端子デバイ
スの分解斜視図。
【図８】コネクタの更なる絶縁体の斜視図及び断面図を示す。
【図８ａ】コネクタの更なる絶縁体の斜視図及び断面図を示す。
【図９】図６の端子デバイスの斜視図及び断面図を示す
【図９ａ】図６の端子デバイスの斜視図及び断面図を示す。
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【図１０】本発明の実施形態によるコネクタの部分的な断面図。
【図１１】コネクタの更なる絶縁体がシュラウドと組み立てられる前の状態を示す図。
【図１２】本発明の実施形態によるアダプタの分解斜視図。
【図１３】本発明の実施形態による、組み立てられた状態のアダプタの斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態が、添付図面を参照して詳細に説明されるが、本明細書に記述される
実施形態は、説明及び例示用であって、本発明を制限すると解釈されるものではない。説
明を通して、同一要素は、類似参照番号で示される。
【００１５】
　本発明の実施形態による端子デバイス１００は、図２～３及び６～７に示されるように
、実質的に直方体形状の絶縁体２と、複数の接点１とを含む。
【００１６】
　それぞれの接点１は、図１に示されるように、本体部分１２と、本体部分１２の端部に
形成されたはんだ端子部分１１とを含み、はんだ端子部分１１は、厚さと厚さよりも大き
い幅と所定の長さとを含む。より詳しくは、本体部分１２は、図１及び５に示されるよう
に、ねじり部分１２０、遷移部分１２１、保持部分１２２、及び接点部分１２３を含む。
【００１７】
　この実施形態では、はんだ端子部分１１は平らであり、例えば、はんだ端子部分１１は
、シートの形体であってもよい。
【００１８】
　この実施形態では、複数のはんだスロット２１が、絶縁体２の上面（図１～３の上側表
面）に並んで形成されて、同一距離で間隔を離され、及び絶縁体２の上面を貫いて侵入し
ている。換言すれば、はんだスロット２１の長手方向は、（図４ａに示されるように）絶
縁体２の幅方向に一致する。隣接するはんだスロット２１は、分離リブ２２により間隔を
離されている。図２～４に示される実施形態では、はんだスロット２１は、同一の幅及び
深さを有する。
【００１９】
　図２～４に示されるように、複数の接点１はそれぞれ、はんだ端子部分１１の幅方向が
はんだスロット２１の深さ方向に一致するように、スロット２１内に置かれている。
【００２０】
　図３及び４に示される実施形態では、はんだ端子部分１１は、はんだスロット２１の側
壁に対して当接するように、はんだスロット２１内に置かれている。したがって、ケーブ
ル５の電線５１がはんだ端子部分１１にはんだ付けされる時、電線５１の前側端部５１１
が、はんだスロット２１内ではんだスロット２１の側面に置かれる。その結果、このこと
は、はんだ材料７がはんだ端子部分１１及び電線５１に接触することを可能にして、はん
だ端子部分１１と電線５１のはんだ付けに利益となるようにしており、便宜が良い。同時
に、はんだ端子部分１１を垂直にはんだスロット２１内に置くことによって、はんだ付け
ユニット間の小さいピッチに起因する制限が、幾分かは解消でき、はんだ端子部分１１の
有効なはんだ付け面積を得ることができる。その上、隣接するはんだスロット２１の間の
分離リブ２２は、はんだ付けユニット間で短絡が生じるのを効果的に防止することができ
る。
【００２１】
　ここで、用語「はんだ付けユニット」は、はんだスロット２１内のはんだ端子部分１１
にはんだ付け材料７で、電線５１をはんだ付けすることにより形成される、ユニットを意
味する。
【００２２】
　上記実施形態では、絶縁体２は、ほぼ直方体形状を含むが、本発明は、これに限定され
ない。例えば、絶縁体２は、円形断面を有することが可能であり、絶縁体２の周囲表面に
はんだスロット２１を形成することが可能である。
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【００２３】
　上記実施形態では、複数のはんだスロット２１は、絶縁体２の上面に形成されて、同一
距離で間隔を離されており、はんだスロット２１は、同一の深さ及び幅を有する。しかし
ながら、本発明は、これに限定されない。例えば、はんだスロット２１は、はんだ付けさ
れる電線５１のゲージに基づいて、異なる深さ及び幅を有することができる。その上、は
んだ付けされる電線５１の数により、はんだスロット２１は、いかなる好適な数にもする
ことができる。例えば、１本の電線５１の場合、１つのはんだスロット２１だけが、形成
を必要とされる。加えて、複数のはんだスロット２１は、非同一距離の間隔を有すること
が可能である。
【００２４】
　上記実施形態では、はんだスロット２１は、直方体の絶縁体２の上面に形成されている
。別の実施形態では、はんだスロット２１は、図６及び７に示されるように、絶縁体２の
上面及び下面に同時に形成することができる。更に、上面に形成されるはんだスロット２
１は、下面に形成されるものに対称とすることができる。
【００２５】
　図２～４では、はんだスロット２１は矩形断面を含むが、はんだスロット２１の断面は
、Ｕ形状及び正方形など、いかなる好適な形状にもすることができる。本発明の実施形態
では、はんだスロット２１の底面は、平らな面として、又は下向きに斜めに傾いて形成す
ることができる。あるいは、はんだスロット２１の底面の形状が接点１の形状に適合する
ように、はんだスロット２１の底面が、面取りを含むことができる。
【００２６】
　本発明の実施形態によるケーブルコネクタ２００を以下で説明する。
【００２７】
　本発明の実施形態によるコネクタ２００は、図５に示されるように、端子デバイス１０
０、更なる絶縁体３、及び金属の遮蔽シュラウド４を含む。
【００２８】
　図５では、端子デバイス１００の２列の接点１は、複数のはんだスロット２１が上面及
び下面に含まれる絶縁体２から分離されている、すなわち、接点１のはんだ端子部分１１
は、はんだスロット２１内に置かれていない。
【００２９】
　図１及び６を参照して、接点１の構造及び形成方法を以下で説明する。
【００３０】
　本発明の実施形態では、それぞれの接点１は、一片の平らなシート部材（例えば銅シー
ト）を含み、シート部材に、はんだ端子部分１１が、本体部分１２の１つの端部に形成さ
れる。初期状態では、はんだ端子部分１１と本体部分１２は、同一平面内に位置する。す
なわち、はんだ端子部分１１の幅方向は、本体部分１２のそれと一致する。図１を参照し
て、本体部分１２は、その長手方向に沿って延びる長手方向中心軸線Ｌ１を有し、はんだ
端子部分１１は、その長手方向に沿って延びる長手方向中心軸線Ｌ２を有する。長手方向
中心軸線Ｌ１と長手方向中心軸線Ｌ２は、相互に実質的に平行であり、接点１の幅方向に
予め定められた距離で相互に間隔を有する。はんだ端子部分１１は、はんだ端子部分１１
が本体部分１２に関して垂直状態に位置するように、はんだ端子部分１１の形成中に、そ
の長手方向軸線に平行な予め定められた軸線周りで、約９０度曲げられるか、又はねじら
れる。結果として、はんだ端子部分１１の幅方向と本体部分１２の幅方向は、相互に直交
する。
【００３１】
　図１及び６に示されるように、はんだ端子部分１１には、溝が形成される。その結果、
はんだ端子部分１１のねじり又は曲げの間のねじり力が、効果的に減少され、はんだ端子
部分１１のねじり又は曲げの間の割れ又は破断の発生が、効果的に防止される。ねじり又
は曲げ施工の間に、本体部分１２のはんだ端子部分１１に接続する部分が、ねじり部分又
は曲げ部分１２０を形成するように変形される。一実施形態では、ねじり部分又は曲げ部
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分１２０は、はんだ端子部分１１の平面及び本体部分１２のそれに接する。
【００３２】
　初期状態では、端子部分１１の長手方向中心軸線は、本体部分１２のそれとも一致し得
ることを特記しなければならない。換言すれば、はんだ端子部分１１と本体部分１２は、
同一の長手方向中心軸線を有する。接点１１の端部（すなわち末端部）を接点１１の長手
方向軸線周りで９０度ねじることによって、はんだ端子部分１１は、図１及び６に示され
るように、本体部分１２に相対的に垂直方向になり、本体部分１２のねじり部分１２０に
繋がっている。
【００３３】
　図１及び５に示される実施形態では、それぞれの接点１は、ほぼＺ形状を有する。
【００３４】
　上述のように、本体部分１２は、ねじり部分１２０、遷移部分１２１、保持部分１２２
、及び接点部分１２３を含む。ねじり部分１２０は、はんだ端子部分１１に繋がっている
。保持部分１２２は、接点１のほぼ中心に位置する垂直部分により形成され、接点１を絶
縁体２に取り付けるために、絶縁体２への取付けがされるべきである。
【００３５】
　遷移部分１２１は、ねじり部分１２０と保持部分１２２の上端部との間に位置している
ので、はんだ端子部分１１が遷移部分１２１に関して９０度ねじられるとは、換言すると
、遷移部分１２１の幅方向が、はんだ端子部分１１のそれに対して実質的に直交すること
である。ねじり部分１２０は、はんだ端子部分１１と遷移部分１２１とを連結する。一実
施形態では、図１及び６に示されるように、ねじり部分１２０と遷移部分１２１とを連結
している遷移する部分は、複数の接点が相互に隣接して配置されるときに干渉が生じるの
を回避するために、面取りされる。
【００３６】
　接点部分１２３は、保持部分１２２の下側端部に繋がる、接点１の水平部分により形成
される。特に、接点部分１２３は、弾性支持部１２３１、巻き付き接点部１２３３、及び
突出接点部１２３２を含む。
【００３７】
　弾性支持部１２３１は、保持部分１２２の下側端部に繋がる、接点部分１２３の水平部
分により形成される。
【００３８】
　巻き付き接点部１２３３は、接点部分１２３の保持部分１２２から遠い自由端に形成さ
れており、すなわち、巻き付き接点部１２３３は、接点部分１２３の自由端の短い部分に
より形成される。端子デバイス１００がコネクタ２００の形成に使用されるとき、巻き付
き接点部１２３３は、コネクタ２００の更なる絶縁体３に接触、及び更なる絶縁体３に相
対的な位置付けを予定される（以降で説明）。
【００３９】
　突出接点部１２３２は、弾性支持部１２３１と巻き付き接点部１２３３との間に位置し
て（図１０にて最も良く見られるように）上向きに突き出しており、突出接点部１２３２
は、別のコネクタに接続される予定であり、そのようにして電気的接続を達成する。接点
１を側面から見る時、突出接点部１２３２は、図９及び１０に示されるように、ほぼ弧形
状を有する。
【００４０】
　本発明の実施形態による端子デバイス１００を製造する方法を以下に説明する。
【００４１】
　本発明の実施形態により、まず、図２に示されるようなほぼ直方体の絶縁体２が準備さ
れ、これには、複数のはんだスロット２１が、絶縁体２の上面に形成されている。
【００４２】
　次に、本体部分１２及びはんだ端子部分１１をそれぞれが有する複数の接点１が準備さ
れ、そのはんだ端子部分１１は、平らであって、厚さと厚さより大きい幅と所定の長さと
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を包含する。
【００４３】
　最後に、それぞれの接点１のはんだ端子部分１１が、対応するはんだスロット２１の側
壁に対して当接するように、対応するはんだスロット２１内に垂直に置かれ、これにより
、それぞれのはんだ端子部分１１の幅方向が、対応するはんだスロット２１の深さ方向に
一致する。したがって、本発明の実施形態による端子デバイス１００が、図４に示される
ように、達成される。
【００４４】
　本発明の実施形態によれば、はんだ端子部分１１は、はんだスロット２１の側壁に隣接
するようにはんだスロット２１内に置かれる。少なくとも１つの実施形態では、はんだス
ロット２１は、同一距離の離された間隔で並んで形成され、同一の深さ及び幅を有する。
【００４５】
　本発明の更なる実施形態によれば、複数のはんだスロット２１が、絶縁体２の下面にも
形成され、下面に形成されたはんだスロット２１が、同一距離の間隔をおいて離されて、
同一の深さ及び幅を有しており、その結果、２列の接点１が、図５に示されるように、上
面及び下面にそれぞれ形成されたはんだスロット２１内に置かれる。
【００４６】
　上記のように、この実施形態では、はんだスロット２１は、ほぼ矩形の断面を含む。し
かしながら、本発明は、これに限定されない。
【００４７】
　更に特には、それぞれの接点１は、一片の銅シートなどの平部材により形成され、はん
だ端子部分１１は、接点１の端部をその長手方向軸線周りで９０度ねじることにより形成
され、本体部分１２のはんだ端子部分１１に繋がる部分は、ねじり部分１２０として形成
される。接点１は、そのほぼ中心部分で２回曲げられており、その結果、接点１は、ほぼ
Ｚ形状を有する。この実施形態によれば、接点１は、より簡単に及び低コストで製造でき
る。
【００４８】
　更に、Ｚ形状接点１の水平の接点部分１２３の中央部が、上向きに突き出して、突出接
点部１２３２を形成するようになっており、突出接点部１２３２は、別のコネクタへの接
続に使用される。Ｚ形状接点１の垂直部分が、保持部分１２２として形成され、保持部分
１２２は、絶縁体２への固定に使用されるものであり、このようにして、図６及び７に示
されるように、接点１が絶縁体２に固定される。遷移部分１２１が、保持部分１２２とね
じり部分１２０との間に存在する。コネクタ２００の更なる絶縁体３との接触のための巻
き付き接点部１２３３が、接点部分１２３の自由端に位置しており、更なる絶縁体３のビ
ーム部分３３２に対して位置決めされる。
【００４９】
　本発明の前述の実施形態によれば、端子デバイスは、構造が簡単であって製造コストが
低く、ファインピッチコネクタをケーブルにはんだ付けする間に従来生じた問題点を、あ
る程度は解決することができる。加えて、本発明の端子デバイスは、はんだ付け施工特性
の向上、製造プロセスの安定性及びはんだ付け信頼性の増大において、有利である。大ゲ
ージ電線の場合、上記利点及び特徴が、より明らかになる。
【００５０】
　図８は、コネクタの更なる絶縁体の斜視図を、図８ａは、その断面図を示しており、図
９は、図７の端子デバイスの斜視図を、及び図９ａは、その断面図を示している。簡略化
の目的で、１列の接点だけが、図７の絶縁体２上に配置されている。
【００５１】
　図９及び１０に示される如く、２列の接点１が、端子デバイス１００を形成するように
、絶縁体２に組み立てられるとき、端子デバイス１００は、更なる絶縁体３に対して組立
て可能となり、次に、シュラウド４に組立て可能であり、これにより、図１１に示される
ように、コネクタ２００が達成される。
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【００５２】
　端子デバイス１００の更なる絶縁体３への組立ての後では、絶縁体２及び接点１は、図
１０に示されるように、更なる絶縁体３の後ろ部分に形成された空洞に部分的に受け入れ
られている。
【００５３】
　この実施形態では、絶縁体２は、ほぼ直方体形状を含み、複数のはんだスロット２１が
、絶縁体２の上面及び下面のそれぞれに形成されて、同一距離で間隔をおいて離されてい
る。はんだスロット２１は、同一の幅及び深さと、ほぼ矩形の断面とを有する。２列の形
態の接点１が、絶縁体２の上面及び下面のそれぞれに形成されたはんだスロット２１の中
に配置されている。
【００５４】
　図５、６、及び７に示されるように、絶縁体２の両端部に形成された構造が、絶縁体２
を更なる絶縁体３に取り付けるのに使用され、これについては、以降で詳細に説明される
。
【００５５】
　図８、１０、及び１２を参照して、更なる絶縁体３は、本体３１と、本体３１から前向
きに延びる舌部３２とを含む。本体３１の後ろ部分には、空洞が形成されている。複数の
チャネル３３が、舌部３２の上面及び下面に形成されて、舌部３２の長手方向に舌部３２
を貫いて、及び本体３１の一部を長手方向に通って空洞と連通するようになっている。チ
ャネル３３はそれぞれ、絶縁体２に取り付けられる接点１に対応する。
【００５６】
　それぞれのチャネル３３は、その前側端部に、前側方形穴部分３３１を有して形成され
る。前側方形穴部分３３１は、舌部３２の長手方向に及び舌部３２の前側端面を貫いて延
びて、同時に、舌部３２の上面に形成されたチャネル３３は部分的に上向きに開き、舌部
３２の下面に形成されたチャネル３３は部分的に下向きにそれぞれ開いており、その結果
、ビーム部分３３２が、それぞれのチャネル３３の前側端部に形成される。
【００５７】
　それぞれのチャネル３３は、その後ろ側端部に、比較的大きい寸法の後ろ側方形穴部分
３３３を有して形成される。後ろ側方形穴部分３３３は、本体３１の一部を貫いて空洞と
連通するように延び、後ろ側方形穴部分３３３の底に形成された案内角度３３４が用いら
れて、接点１の通過を導く。後ろ側方形穴部分３３３の底に形成された平坦面３３５が、
絶縁体２に対して水平に組み立てられた接点１の弾性支持部１２３１の下部に対応する。
端子デバイス１００が更なる絶縁体３に組み立てられた後では、図１０に示されるように
、後ろ側方形穴部分３３３の底に形成された平坦面３３５が、接点１の弾性支持部１２３
１の下部を支持しており、その結果、接点１の接点部分１２３の幾何形状の一貫性を増す
ことができ、接点１の機械的特徴を強めることができる。
【００５８】
　溝部分３３６が、それぞれのチャネル３３の中間部に形成されている。溝部分３３６の
底は、前側の方形穴部分３３１及び後ろ側の方形穴部分３３３の底に斜面を経由して繋が
っている。組立中に、接点１の接点部分１２３が対応するチャネル３３に入れられると、
巻き付き接点部１２３３が、前側方形穴部分３３１へ挿入されて、ビーム部分３３２に巻
き付き結合するようになる。
【００５９】
　図７に示されるように、相互に対して垂直な２つの係合のための方形穴２５及び２６が
、絶縁体２の両側端部に形成される。係合のための方形穴２５及び２６は、互いに連通し
ており、その結果、４つの係合のための方形穴２５及び２６により、４つの水平ビーム２
７が形成される。対応して、４つの捕捉移動止め３１４が、更なる絶縁体３の空洞の内側
に形成されている。組立中に、捕捉移動止め３１４がそれぞれ、係合する方形穴２５に挿
入される。絶縁体２の前側部分が更なる絶縁体３の空洞の底に接触する時、捕捉移動止め
３１４が、水平ビーム２７に係合し、その結果、絶縁体２と更なる絶縁体３とが共に固定
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される。
【００６０】
　図１１を参照すると、２つの方形穴４１が、シュラウド４の上部壁及び下部壁に形成さ
れているが、本発明はこれに限定されず、方形穴４は、いかなる好適な数にもすることが
できる。
【００６１】
　シュラウド４が更なる絶縁体３に組み立てられる時、シュラウド４の案内部分４２が、
方形穴４１と、更なる絶縁体３の本体３１上に形成されたくさび形ボス３１５との間の係
合を案内する。同時に、２つのノッチ４３が、シュラウド４の上部壁及び下部壁の縁部に
それぞれ形成され、更なる絶縁体３の本体３１上に形成された２つのこぶ３１６に係合す
るようになっており、同一縁部内に形成された２つのノッチ４３は異なる寸法を有し、そ
の結果、シュラウド４と、更なる絶縁体３とが相互に関して位置決めされ、シュラウド４
の間違った組み立てを防止することができる。
【００６２】
　本発明の実施形態によるコネクタ２００は、図１１に示されるように、プラグ型コネク
タである。しかしながら、コネクタ２００はソケット型コネクタも可能であることを、当
業者は理解できる。
【００６３】
　図１２は、本発明の実施形態によるアダプタの分解斜視図であり、図１３は、組み立て
られた状態の、本発明の実施形態によるアダプタの斜視図である。
【００６４】
　コネクタ２００とケーブル５により形成される、本発明の実施形態によるアダプタを、
以下で説明する。
【００６５】
　本発明における、いわゆる「アダプタ」とは、ケーブル５をコネクタ２００にはんだ付
けすることにより形成される装置を意味することを、特記しなければならない。
【００６６】
　本発明の実施形態によるアダプタは、図１２に示されるように、コネクタ２００、複数
の電線５１を有するケーブル５、及び電線分離ブロック６を含む。
【００６７】
　電線分離ブロック６は、相互に間隔を離された複数の通路を有して形成され、複数の電
線５１がそれぞれ、通路を通って延ばされて、接点１のはんだ端子部分１１の側面にはん
だ付けされるようになっている。図１２において、電線が電線分離ブロック６を通過する
場所は、通路が形成されている場所である。
【００６８】
　本発明の実施形態においては、電線５１が異なるゲージを有することがあるので、通路
は、異なる断面積を有してもよい。それ故に、はんだスロット２１は、異なるゲージの電
線５１に適合するように、異なる断面積を有してもよい。例えば、電線５１の内の２本の
電線が残りの電線よりも大きい直径を有するとき、より大きい直径を有する２本の電線に
適合するために、通路の内の２つの通路は、残りの通路よりも大きい幅を有することにな
るであろうし、はんだスロット２１の内の２つのはんだスロットは、残りの通路よりも大
きい幅を有することになるであろう。
【００６９】
　あるいは、通路は、はんだスロット２１に類似のスロットとして形成されて、異なる断
面積を有することができる。
【００７０】
　図１２及び１３を参照して、ケーブル５の電線５１がコネクタ２００にはんだ付けされ
るとき、電線５１が、続いて及び対応して電線分離ブロック６の通路に分配され、すなわ
ち、電線５１がそれぞれ通路を通して挿入され、次に、それぞれの電線５１の前側端部５
１１が、それぞれのはんだスロット２１内に置かれる。それぞれの電線５１の前側端部５
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１１が、図４に示されるように、対応する接点１のはんだ端子部分１１にはんだ付けされ
、その結果、図１３に示されるようなアダプタが得られる。
【００７１】
　本発明の実施形態により、端子デバイス１００、コネクタ２００、及びアダプタの製造
能率が向上し、素早いはんだ付けが達成できる。加えて、上記のように、隣接するはんだ
付けユニット２１を絶縁するための分離リブ２２が、隣接するはんだスロット２１の間に
形成されているので、隣接するはんだ付けユニットの間で短絡が発生するのを防止するこ
とができ、及びはんだ付けの高い信頼性を達成することができる。
【００７２】
　実施形態が示されて説明されてきたが、その事実上の趣旨又は本質的な原理から逸脱す
ることなく、本発明に対して変更をなし得ることを、当業者は理解するであろう。本発明
の範囲内又は等価物の範囲内でなされる全ての変更が、本発明に包含される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】
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